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令和５年４月１日（土）～

初期救急医療体制（夜間，休日等の救急診療）における小児科の
診療時間の変更について

KJ00040215

2023年2月20日

【休日等の小児科夜間急病外来の診療時間変更】
夜間，休日等の初期救急医療については，在宅当番医制による開業医療
機関のほか，旭川市夜間急病センターなどで行っておりますが，このう
ち市立旭川病院で行っている小児科夜間急病外来での休日等の診療終了
時間を，令和５年４月１日から１時間繰り上げます。
 
　変更内容
 　　（変更前）１８時～２２時　→　（変更後）１８時～２１時
　休日等
　　　　土曜日・日曜日・祝日・振替休日・
　　　　１２月３０日～１月３日・８月１５日
なお，２２時からは旭川市夜間急病センターを受診できるほか，重症救
急患者については２４時間の二次救急医療体制を確保しています。

【市民の皆様へのお願い】
夜間や休日等の救急診療は，急病の患者に対して応急処置を行うための
ものですので，日中や平日に体の具合が悪くなったときは，通常の診療
時間内にかかりつけ医や近隣の医療機関を受診してください。救急医療
体制を守るため，医療機関の適切な受診に御協力をお願いします。


